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　生後91日以上の犬を飼っている人は、犬の登録と年１回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。
集合注射を下記の日程で行いますので、都合の良い会場にお越しください。
※集合注射を希望しない人は、必ず動物病院等で予防注射を済ませ、その証書を環境課へお持ちの上、注射済票
の交付を受けてください。なお、市と協定を締結している動物病院ではその場で注射済票の交付が受けられます。
※荒天等により変更や中止になる場合があります。

問い合わせ　環境課生活環境担当

犬の登録と狂犬病予防集合注射お知らせ

登録済の犬を飼っている人
　予防注射の申請用紙を３月上旬に郵
送します。内容を確認し、必要事項を
記入の上、会場にお持ちください。
費用　�１頭3,500円
　�（注射料金2,950円＋注射済票交付
手数料550円）

未登録の犬を飼っている人
　市役所、各出張所および各公民館に
ある「犬の登録・注射済票交付申請書
（集合用）」に必要事項を記入の上、会
場にお持ちください。当日会場で記入
することもできます。
費用　�１頭6,500円
　�（注射料金2,950円＋注射済票交付
手数料550円＋登録手数料3,000
円）

期日　 時間 会場

４月12日（水）

午前９時30分～10時15分 横手台自治会館

午前10時45分～11時30分 中の田公園（南側）

午後１時～２時 高麗公民館

４月13日（木）

午前９時30分～10時15分 平沢上組区公会堂

午前10時45分～11時30分 鹿山児童公園

午後１時～２時 高麗川南公民館

午後２時30分～３時 楡木公会堂

４月14日（金）

午前９時30分～10時30分 JAいるま野高萩南
農産物直売所

午前11時～11時30分 高萩第三区公会堂

午後１時～２時 日高団地ちびっこ広場

午後２時30分～３時30分 高萩北公民館

４月15日（土）
午前９時～10時 武蔵台公民館

午前11時～正午 高萩公民館（※）

４月16日（日） 午前９時～11時 高麗川公民館（※）

※昨年度から変更となりました。

飼い主の皆さんへお願い
〇必ず、犬を制御できる人が連れてきてください。
〇�当日は犬がたくさん集まるので、犬が興奮しま
す。また、注射を怖がるため思わぬ行動を起こ
すこともあります。首輪はしっかりと締め、リ
ードを短く持ってください。

〇�犬がふんをした場合、飼い主が責任を持って始
末してください。
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琉球拳法唐手術「空」
生徒募集中

　令和５年度の不要布団の受け入れを行います。

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

不要布団の受け入れお知らせ

時間　①午前�９時30分～10時30分
　　　�②午前10時30分～11時30分
※時間は市で指定します。
対象　市内在住の人（事業者は不可）
受け入れ数　各月50世帯（１世帯につき５枚まで）
対象品目　掛・敷布団、ウレタンマットレス、こたつ布団
※シーツ、布団カバーなどは、必ず外してください。
※毛布、羽毛布団、座布団、まくら、クッション、磁気マットレス
は対象外です。
※当日は各世帯で直接受け入れ場所へ搬入してください。職員が受
け付けを行います。
受け入れ場所　市清掃センター（上鹿山766－１）
申�し込み　はがきに①希望日、②氏名、③住所、④電話番号、⑤
持ち込み枚数を明記し、郵送（必着）または直接担当へ

※電子申請からも申し込みできます。
※申し込みは１世帯につき各月１回までです。
※申し込み多数の場合は抽選の上、結果をお知らせします。
※集積所に出す場合は、50cm四方以下に切り、「可燃ごみ」の日
に出してください。

受け入れ日 申込締め切り日

�４月20日（木） �４月６日（木）必着

�５月18日（木） �５月１日（月）必着�

�６月15日（木） �６月１日（木）必着

�７月20日（木） �７月６日（木）必着

�８月17日（木） �８月３日（木）必着

�９月21日（木） �９月７日（木）必着

10月19日（木） 10月５日（木）必着

11月16日（木） 11月２日（木）必着

12月21日（木） 12月７日（木）必着

令和６年
�１月18日（木）

令和６年
�１月５日（金）必着

�２月15日（木） �２月１日（木）必着

�３月21日（木） �３月７日（木）必着

問い合わせ　市民課市民担当（１階②番窓口）

３月27日（月）から
パスポート（旅券）の申請手続きが変更になりますお知らせ

主な変更点
◆�申請に必要な戸籍は、戸籍謄本のみ受け付けできます。
※抄本では受け付けできません。
◆�氏名等の変更または査証欄（ビザページ）の余白がなくな
った場合の申請（いずれかの方法）
　○残存有効期間同一旅券申請�（現有旅券と同じ有効期間）
　○新たな旅券申請（５年または10年の有効期間）
※査証欄の追加の申請（増補申請）は、廃止されます。　　
◆�旅券を申請したが６か月以内に受領せずに同旅券が失効
した場合、失効後５年以内に新たに旅券を申請する際は、
手数料が通常より高くなります。
◆�３月27日（月）以降、古い様式の申請書は使用できません。

　マイナンバーカードとお持ちのパソコン
やスマートフォンを利用して、パスポートの
発給申請が一部電子申請でできるようにな
ります。電子申請の場合の来庁は、原則とし
てパスポート受け取り時の一回のみとなり
ます。
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